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本日お話しすること

２．銀証の「壁」を考えるうえでの視点

３．ファイアーウォール規制により生じている弊害

４．「真」に顧客本位の業務運営に向けた取組み

５．本日お話ししたことのまとめ

１．わが国が抱える社会課題と私たちが実現したい姿
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社会課題解決に向けた総合的金融機能発揮のために、規制の「壁」を取り除くべき

１．わが国が抱える社会課題と私たちが実現したい姿

わが国が
抱える

社会課題

金融に
期待される

役割

中小企業の
事業承継

生産性の向上
デジタルトランス
フォーメーション

グローバル
な産業再編

借入・預金に
偏在する

マネーフロー

人生100年
時代への備え

円滑な事業
承継・資本
移転の支援

多様なチャネル
（ﾍﾟｰﾊﾟｰﾚｽ・

非対面ｻｰﾋﾞｽ）

国際競争力
を支える

金融機能提供

資本市場も
活用した

資金調達の
サポート

家計の安定的
な資産形成

支援

私たち
が実現
したい姿

企業の財務
レジリエンス

強化

BSを俯瞰した
ファイナンス・
資産運用

提案

わが国金融・資本市場の国際的な魅力・地位の向上

真に成熟した直接金融市場と間接金融市場双方による仲介機能発揮

マネーフロー全体の金融・資本市場への誘導を通じた資金の好循環

中長期的・構造的なメガトレンド

中小企業の生産性向上と大企業の競争力強化による地方創生・持続的経済成長

新型コロナウイルスの感染拡大により表面化した課題
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『機能別・横断的』金融規制へのシフトと『縦割り』行政・規制の見直しが進展

業態別・縦割りであるFW規制の「壁」見直しによる健全・公正な競争促進が必要

金融審／金融制度SG中間整理

「機能別・横断的」な金融規制 、「同一機能・同一リスクには同一ルールを適用」

金融審／決済・仲介WG報告、金融サービス提供法成立

資金移動業者を３類型に区分、金融サービス仲介業創設

菅内閣発足 行政の縦割り打破に向けた取組みを強力に推進

資金決済法施行 銀行以外で「為替」機能を担う「資金移動業」の新設2010

2018

2019

2020/9

2020/6

２．銀証の「壁」を考えるうえでの視点 機能別・横断的規制と縦割り見直し

1993 金融制度改革法施行 銀証相互参入の解禁とファイアーウォール規制導入
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①非公開情報の授受の禁止

②非公開情報の授受を利用した業務運営の禁止

③ﾎｰﾑﾍﾞｰｽ・ﾙｰﾙ（兼職役職員は銀証一方の非共有情報にのみアクセス可）

④外務員の二重登録禁止

⑤発行体向けクロスマーケティングの禁止

⑥親子法人等の発行証券の引受け主幹事制限

⑦引受証券の売却制限

⑧金商取引におけるアームズ・レングス・ルール

⑨一般取引に係るアームズ・レングス・ルール

⑩バックファイナンスの禁止

⑪親子法人等との取引を利用した抱き合わせ行為の禁止

⑫信用供与を利用した抱き合わせ行為の禁止

⑬投資者保護等につき懸念ありの行為の禁止（内閣府令に詳細委任）

⑭別法人であることを開示しない業務運営の禁止

⑮利益相反に係る開示

規制により禁止すべきは利益相反・優越的地位の濫用行為そのもの

有益な連携さえも塞いでしまう形式的・画一的な規制は見直されるべき

２．銀証の「壁」を考えるうえでの視点

➢ 利益相反や優越的地位の濫用
の問題行為が生じないようにする
ことが規制の目的

➢ 行為規制と体制整備・ガバナンス
強化による弊害防止が真の顧客
本位の実現に向けた実効的な規
制体系

➢ 健全・公正な競争、有益な顧客
提案に結びつく連携さえも塞ぐ情
報授受規制等の形式的・画一的
な規制は弊害大

ファイアーウォール規制への基本的な考え方 重点要望項目
形
式
的
・
画
一
的
な
規
制

行
為
規
制
・
開
示
規
制

形式的・画一的な規制の弊害
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２．銀証の「壁」を考えるうえでの視点

銀証間の情報授受規制の撤廃

登録金融機関と親子法人等との
情報授受規制の撤廃

ホームベースルール１の撤廃

外務員二重登録禁止規制１の撤廃

発行体向けクロスマーケティング解禁２

重点要望実現により可能となる銀証一体運営

銀証一体の
ﾊﾞﾘｭｰﾁｪｰﾝ

顧客提案

（含むｱﾌﾀｰﾌｫﾛｰ）

実行

ﾆｰｽﾞ確認
潜在ﾆｰｽﾞ発掘

情報共有

案件検討・
スキーム構築

親子法人等の発行証券の
引受け主幹事制限

引受証券の売却制限

（注）１ これらの規制により兼職規制撤廃（2009年）の効果が得られず ２ 銀行が証券会社の発行体向け証券業務に係る行為の一部を代行

形式的・画一的規制の一体見直しが、顧客本位の総合金融機能の発揮を可能に

銀証一体の金融機能発揮

銀行
証券銀証一体の金融機能発揮

• 案件の初期段階から銀証でスムーズに情報
連携

• 真に必要とされる財務・事業戦略について、
銀証一体で能動的に検討

• 銀証の情報をもとに、深度ある案件検討・
スキーム構築を実施

銀証双方の担当者の間で
スムーズな情報連携が可能に

銀証双方のプロフェッショナル
から成る兼職組織がワーク

兼職組織にて担当による銀証
横断的総合提案が可能に

非兼職者においても一人の
担当者が顧客接点に

• 一人の担当者が総合的なファイナンス提案
を提供（アフターフォローも）

• 非兼職者がアドバイス・紹介に止まらず、
引受等の具体的な条件を提案。さまざまな
証券会社と銀行が連携

提供可能な金融機能が拡充

• お客さまが活用しうる金融機能が拡大

重点要望項目
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典型的事例：中小企業・オーナー一族のお客さまの事業承継・資産承継案件のケース

【お客さまに生じている不便・不利益】

• 深度ある事業・資産の承継提案にはファミリー単位での資産把握と情報連携が不可欠
• 遠方在住の親族を含め、関係者全員の書面同意の負担大。法人は同意済でも、オーナーの情報共有には別途、同意書が必要
• お客さまは、潜在的な事業の受け手となる企業に関する情報が得られず

３．ファイアーウォール規制により生じている弊害 お客さまの不便・不利益の視点①

銀行と連携し、

•潜在的な事業の受け手情報
を、ニーズのある企業のために
役立てたい

•資産状況・意向等の全体像を
把握し、最適なプロダクトを組
合せた運用提案を行いたい

担当者

潜在的な
事業の受け手

資産状況・意向等の顧客情報

オーナー

親族
(遠方・国外居住)

親族

親族

オーナー企業
同意有

同意有

同意無

ﾌｧﾐﾘｰ単位で事業・資産
承継を考えたいが、後継
者が定まっていない
他社にない優れた技術が
あるのに…

お客さま 銀行 証券

株式

株式

株式

株式

自らが事業を承継するか
どうか分からない

保有株式の処分、その
後の資産運用をどうする
か…

証券と連携し、

•優れた技術を社会に残すため、事業の受
け手候補も含めた事業承継を提案したい

• オーナー・親族の株式処分後の資産運用
について、プロダクトを問わず最適な提案
を行いたい

担当者

同意無

多様な
プロダクト

×
情報共有不可

中小企業・オーナーが直面する事業承継・資産承継ニーズへの貢献に制約

承継に係る中小企業の資本（コロナ禍での資本性ローンも存在）の将来的な姿も検討課題に
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典型的事例：事業再編に果敢に挑むグローバル企業のお客さまへのM&A・ファイナンス提案のケース
【お客さまに生じている不便・不利益】

• グループベースのM&Aや総合的なファイナンス提案の際、情報共有を行う全てのグループ会社からの同意受入れが必要となり、お客さ
まの負担大・理解難。お客さまは、具体的なM&Aの買い手・売り手や潜在的な投資家に関する情報が得られず

• 銀証担当者が、お客さまに最適な財務・事業提案を、プロアクティブに検討するための情報連携も行えず、真のニーズに応えられない

３．ファイアーウォール規制により生じている弊害 お客さまの不便・不利益の視点②

グローバル企業が直面するポストコロナ時代の産業・事業再編への貢献にも制約

担当者

資産状況・意向等の顧客情報

お客さま 銀行 証券

証券と連携し、

•お客さまグループの将来を見据え、
M&Aや事業再編を提案したい

•資本市場も活用した最適なファイナン
スの組合せを提案したい

担当者

×
情報共有不可

銀行と連携し、

•M&Aの売り手・買い手や
投資家の情報を潜在的な
調達・M&Aニーズを持つ
お客さまに役立てたい

M&Aの
売り手・買い手
（国内外）

潜在的な
投資家

（国内外）

企業グループ親会社
同意有

同意無

グループ会社
（国内）

グループ会社
（国内）

グループ会社
（海外）

グループ会社
（海外）…

同意無

ポストコロナ時代の
事業・産業再編へ
の対応が必要だ

不採算事業を売却
、成長分野に集中
的に投資したい

財務戦略を見直し
て、財務レジリエン
スを強化したい

グローバルスタンダートは銀証含めたSingle Point of Contact（窓口一元化）
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３．ファイアーウォール規制により生じている弊害 お客さまの不便・不利益の視点③

人生100年時代の家計の資産形成に資する運用提案やコロナ禍での非対面
取引の推進、グローバル競争時代における内外企業・投資家の橋渡しの制約に

海外
発行体

国内投資家
(証券顧客)

国内投資家
(証券顧客)

個人のお客さまへの
総合的な運用提案のケース

海外のお客さまが国内投資家向けにサムライ債を
発行したいと海外拠点に相談してくるケース

銀行 証券

お客さま 担当者

• 足元の相場環境を捉えた運用を行いたい。銀行だ
けではなく、証券の担当者からも提案を行ってほしい

• 多忙なので提案以外の面談に割く時間がない
• コロナ禍で、提案・手続きに係る面談はオンラインで
済ませたい

担当者

①運用ニーズの伝達
証券会社の紹介依頼

②紹介のための同意書
取得を目的に訪問

③同意書に書面・押印
（銀行担当者が持ち帰り）

④ようやく証券会社に
顧客ニーズを連携

⑤ようやく銀証の担当者でお客さまに
対して共同提案を実施

【お客さまに生じている不便・不利益】

• 証券の紹介依頼を口頭で銀行担当者に伝達しているにも関わ
らず、同意書への署名・押印の為だけに、面談時間を捻出

• 提案タイミングが遅れるほか、コロナ禍での対面手続きは負担大

【お客さまに生じている不便・不利益】

• 海外発行体からすると日本特異のFW規制の同意手続きは負担大
• 海外発行体は国内投資家向けIR(ﾛｰﾄﾞｼｮｰ等)のｸﾞﾙｰﾌﾟ一体として

の支援を期待するが、同意無の国内投資家には銀行は帯同不可

海外 国内

海外銀行
担当者

①相談 ②連携 情報共有不可

海外証券
担当者

国内証券
担当者

×

ｱﾌﾟﾛｰﾁ不可

×
同意無

海外銀行
担当者

①相談 ②連携

海外証券
担当者

国内証券
担当者

×

同意無

【海外発行体が同意無の場合】

【国内投資家が同意無の場合】

国内銀行
担当者

ｱﾌﾟﾛｰﾁ
不可

海外
発行体

同意有

当初
同意無
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貸出 社債・株式

単一担当者から、具体的な
『ファイナンス』提案を受けられる
近隣に証券会社がなくても、
証券プロダクツにアクセスできた

社債・株式

３．ファイアーウォール規制により生じている弊害 お客さまの不便・不利益の視点④

発行体向けクロス・マーケティングの制限が、幅広いお客さまの接点の一元化と
様々な証券会社と銀行の連携・協働を制約

現状 クロスマーケティング解禁により実現する姿（例）

お客さま

地方銀行 証券会社

機能・プロダクト

ソリューション

機能・プロダクト

ソリューション

担当者担当者

株式公開等に向けたアドバイス

具体的な株式等の引受条件
提示や交渉

〇

×

株式公開等が可能な
取引先企業を紹介貸出の提案と

条件交渉を実施

証券プロダクツは
アドバイスのみ。
結局証券を紹介
するしかない

借入・社債・株式は、別途
証券会社と交渉せざるを得
ない。当社に最適な『ファイナ
ンス』の提案が聞きたいのに

交渉 交渉

お客さま

地方銀行 証券会社

機能・プロダクト

ソリューション

貸出

機能・プロダクト

ソリューション

担当者

発行体向け
証券業務に
係る行為の
一部代行が
許容されると

顧客利便性の向上
+

様々な証券会社と
銀行の連携

貸出だけでなく、
社債や株式の引
受条件も含めて
お客さまとの交渉
が可能に

〇

交渉
近隣に証券会社がないケースも
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わが国マネーフローや市場の発展・成長、金融業の競争力にも影響が顕在化

３．ファイアーウォール規制により生じている弊害 マクロ経済・金融資本市場の視点

日米欧の家計の資産構成 日米の社債発行額
日米M&A市場規模

グローバル株式リーグテーブル
（兆ドル）

（年）

【M&A市場規模】
約 2兆ドル
約0.23兆ドル

米国

日本

（出所）Thomson Reuters、各国統計

グローバル株式リーグテーブル（10億ドル）

1ゴールドマンサックス 64

2モルガン・スタンレー 61

3JPモルガン 57

4バンカメメリル 40

5シティ 39

6クレディスイス 28

7UBS 22

8バークレイズ 18

9中国国際金融 16

10中国中信集団公司 15

（出所）日銀「資金循環の日米欧比較」

現金・預金

54.2%

13.7%

34.9%

債務証券, 1.4%

6.0%

2.0%

投資信託, 3.4%

12.3%

8.7%

株式等, 9.6%

32.5%

17.2%

保険・年金・定型保証

28.4%
32.6% 35.1%

その他計, 2.9% 3.0% 2.2%

0%

10%

20%

30%

40%

50%

60%

70%

80%

90%

100%

日本

(1,845兆円)

米国

(87.0兆ドル)

ユーロエリア

(25.1兆ユーロ)

金
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に
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め

る

割

合

（
%

）

（注）「その他計」は、金融資産合計から、「現金・預金」、「債務証券」、

「投資信託」、 「株式等」、「保険・年金・定型保証」を控除した残差

【名目GDP】
米 約21兆ドル
日 約 6兆ドル
※2019年実績

0.0

0.5

1.0

1.5

2.0

9800020406081012141618

米国

日本

（兆ドル） 【社債発行額】
約1.42兆ドル
約0.14兆ドル

【名目GDP】
米 約21兆ドル
日 約 6兆ドル
※2019年実績

（出所）日本証券業協会、Securities Industry 
and Financial Markets Association

（SIFMA）

（年）
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銀行の『特別な影響力』の原因とされた貸出・株式保有・役員派遣の状況は変化

３．ファイアーウォール規制により生じている弊害 銀行の『特別な影響力』の変化

「貸出」に関する銀行と企業の関係 「株式保有」「役員派遣」に関する銀行と企業の関係

上場企業株のうち商業銀行が
保有する割合5 16%

1993年

3%

2018年

大企業に対するメインバンクの
役員派遣数6 0.65人/社

1993年

0.48人/社

2007年

•借入依存度やメインバンクの影響力は「大」

•株式保有による資本的結びつき「強固」、役員派遣「多数」

•融資・株式保有・役員派遣等により、銀行は企業に
『特別の影響力』を潜在的に保持

•影響力が行使されれば、適正な競争関係を阻害

（注） 1 「国際的な資本市場の構築をめざして ― 証券取引審議会基本問題研究会第2部会報告 ― 」（平成2年6月15日）、2 日銀「資金循環統計」、 3 財務省「法人企業統計」、
4 日銀「金融システムレポート」、 5 JPX、 6 経済産業研究所「日本のメインバンク関係：モニタリングからリスクヘッジへ」（2009年8月）

資金過不足２

（非金融法人企業） ▲14.6 兆円

1993年 2019年

+17.3 兆円

（家計） +47.5 兆円 +15.5 兆円

金融機関借入3

（非金融法人企業）
220 兆円

1993年 2018年

103 兆円

中小企業の
実質無借金比率4

（現預金＞借入金）

20%台後半

2001年 2017年

40%超

2018

2001

2010

2019

銀行株式保有制限法、政策保有株の時価会計

開示府令改正：有報にて株式保有状況開示

2015 CGC導入：政策保有株の方針開示等

CGC改定：政策保有株「縮減」方針の開示等

会社法改正：上場会社等の社外取設置義務化

平成5年
当時の
指摘1
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わが国のファイアーウォール規制は、国際的に極めて特異
金融機関のグローバルビジネスの高い「壁」となり、国際金融都市の実現を制約

３．ファイアーウォール規制により生じている弊害 国際金融都市の視点

ｸﾞﾛｰﾊﾞﾙ顧客情報DB

日本
外銀証券

本社 (米国)

FW規制

英国ドイツ

ｼﾝｶﾞﾎﾟｰﾙ 香港

主要国・地域における銀証のあり方と
業法上の非公開情報の授受に関する規制

グローバル金融機関が日本に拠点を置く場合の
ファイアーウォール規制の問題点

法域 銀証のあり方
同一ｸﾞﾙｰﾌﾟ/法人内
の非公開情報
の授受の禁止

米国 銀証分離 なし

英国 ﾕﾆﾊﾞｰｻﾙﾊﾞﾝｸ なし

ドイツ ﾕﾆﾊﾞｰｻﾙﾊﾞﾝｸ なし

香港 ﾕﾆﾊﾞｰｻﾙﾊﾞﾝｸ なし

ｼﾝｶﾞﾎﾟｰﾙ ﾕﾆﾊﾞｰｻﾙﾊﾞﾝｸ なし

日本 銀証分離
あり

法人：ｵﾌﾟﾄｱｳﾄ
個人：書面同意

（注1）「ﾕﾆﾊﾞｰｻﾙﾊﾞﾝｸ」＝銀証一体の同一法人の前提
（注2）インサイダー情報はチャイニーズウォールによる情報遮断あり



© 2020 JAPANESE BANKERS ASSOCIATION 13

※本資料は情報提供を目的としたものですが、内容についていかなる表明・保証を行うものではありません。

様々な懸念への対処の全体像

顧客本位の業務運営に関する原則

銀行による優越的地位の
濫用が横行するのでは？

同一Ｇの銀行・証券で利益
相反が横行するのでは？

お客さまの情報が適切に
管理されないのでは？

独占禁止法

銀行法・政省令

金融商品取引法・政省令

社内規定・行動規範

モニタリング体制

銀行法・政省令

金融商品取引法・政省令

利益相反管理方針

モニタリング体制

個人情報保護法

通則ガイドライン

金融分野ガイドライン

守秘義務

情報遮断措置体制

「真」のお客さま本位は、行為規制と体制整備・ガバナンス強化の継続的な充実・
高度化により達成されるべき

４．「真」に顧客本位の業務運営に向けた取組み
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優越的地位の濫用の懸念への対処

優越的地位の濫用行為とその防止のための体制整備は、金商法・銀行法・独禁
法で規制。金融グループにおいても実効的な体制を構築

４．「真」に顧客本位の業務運営に向けた取組み

独占禁止法

優越的地位の濫用行為の禁止（独占禁止法第2条9項5号）

不公正な取引方法の禁止（独占禁止法第19条）

銀行法・政省令

銀行の優越的地位を不当に利用した取引条件・実施に
係る不利益行為の禁止（銀行法施行規則第14条の11の3 第3号）

金融商品取引法・政省令

金商業者のG銀行等の優越的地位を不当に利用した金商契約
の締結・勧誘の禁止（業府令153条1項10号）

信用供与を利用した抱き合わせ行為の禁止（金商法第44条の3第2

号）

親子法人等との取引を利用した抱き合わせ行為の禁止（業府令

第153条第1項第2号）

親子法人等が関与する投資者保護に欠ける、取引の公正を害
す、登録金融機関業務の信用を失墜させるおそれのある行為の
禁止（金商法第44条の3第4号）

（注）金商法：金融商品取引法、業府令：金融商品取引業等に関する内閣府令

MUFGにおける優越的地位の濫用防止の体制

銀行 証券

営業店 営業店

2線

1線

法人・リテールリスク統括部

コンプライアンス統括部

ﾘｽｸ統括
ｵﾌｨｻｰ

支店業務
管理者

相談
報告

事前・事後のモニタリング
を通じた指導・けん制

➢ 一定の基準から抽出した案件を
中心にモニタリング（下記は例）

• 大口案件、低格付先

• 実需を伴わない為替予約、外貨
売買

• 高齢者、乗換取引、短期売却

➢ オンサイトで
営業店を指導
・牽制

モニタリング
結果報告

結果検証・評価・指導

1線本部

報
告

けん制
（サンプル
チェック）

本部

記録内容のモニタリング
を通じた指導・けん制

➢ 銀行・証券で実施し
たモニタリング結果は
MUFGコンプライアン
ス統括部に報告。

➢ また、優越的地位濫
用の疑義ある記録が
発見された場合、個
別に調査等を実施

銀証プライマリー案件の場合

優越的地位の濫用防止に関する行為規制
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利益相反の懸念への対処

利益相反行為とその防止のための体制整備は、金商法・銀行法で規制。金融
グループにおいても実効的な体制を構築

４．「真」に顧客本位の業務運営に向けた取組み

銀行法・政省令

顧客の利益が不当に害されないような情報管理・体制整備
【対象取引の特定、顧客保護のための体制整備、実施方針の策定・公表、記録の
保存】(銀行法第13条の3の2第1項、同施行規則第14条の11の3の3)

金融商品取引法・政省令

顧客の利益が不当に害されないような情報管理・体制整備
【利益相反取引の特定、対処のための体制整備、対処措置の実施方針の策定・公
表、記録の保存】(金商法第36条2項、業府令第70条の4)

金商取引におけるアームズ・レングス・ルール
（金商法第44条の3第1号）

一般取引に係るアームズ・レングス・ルール
（業府令第153条第1項第1号）

利益相反に係る開示（業府令153条第1項第3号）

バックファイナンスの禁止（業府令153条第1項第5号）

親子法人等が関与する投資者保護に欠ける、取引の公正を害
す、登録金融機関業務の信用を失墜させるおそれのある行為の
禁止（金商法第44条の3第4号）

（注）金商法：金融商品取引法、業府令：金融商品取引業等に関する内閣府令

MUFGにおける利益相反の管理体制

持株 コンプライアンス統括部

へいぎ

（国内）（海外） （国内）（海外）（国内）（海外）

法人・ﾘﾃｰﾙ
ﾘｽｸ統括部

（内外）フロント部署
関連会社

報
告

欧米ｱ
ｺﾝﾌﾟﾗｲｱﾝｽ

所管部

報
告

法人・市場
ｺﾝﾌﾟﾗｲｱﾝｽ

部

（内外）フロント部署
関連会社

欧米ｱ
ｺﾝﾌﾟﾗｲｱﾝｽ

所管部

ｺﾝﾌﾟﾗｲｱﾝｽ
統括部

（内外）フロント部署
関連会社

欧米ｱ
ｺﾝﾌﾟﾗｲｱﾝｽ

所管部

グローバル
管理システム

報
告

指
示

指
示

M&Aアドバイザリー業務（売・
買）、M&Aファイナンス業務、
株式引受業務、債券引受業務
、資産・債権流動化アレンジメン
ト業務、公開買付代理人業務
、投資先ファンドによる買収・売
却、LBOファイナンス業務、不動
産アセットマネジメント業務

以下の情報集約対象業務を
事前報告

M&Aアドバイザリー業務など、当
グループが契約上の義務を負う
複数のお客さまの利益が相反・
競合する場合、案件の状況に
応じて、「一方の取引中止、取
引方法変更、開示と顧客同意
取得、情報遮断」などの措置を
検討し、指示・モニタリングを行う

例えば以下の弊害防止措置
を指示・モニタリング

指
示

指
示

指
示

指
示

指
示

報
告

報
告

報
告

報
告

銀行 証券 信託

利益相反に関する行為規制・体制整備義務
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情報管理の懸念への対処①

顧客情報保護への懸念に対しては、個人情報保護法・金融分野ガイドラインと
守秘義務に基づき、顧客情報の適切な管理を徹底

４．「真」に顧客本位の業務運営に向けた取組み

第三者提供

オプトアウト
による

第三者提供

共同利用

守秘義務１ 通則ガイドライン 金融分野ガイドライン2

口頭での同意可
口頭・書面・ﾒｰﾙ・確認欄のﾁｪｯｸ、HP
ﾎﾞﾀﾝｸﾘｯｸ、音声入力、ﾀｯﾁﾊﾟﾈﾙへの

ﾀｯﾁ、ﾎﾞﾀﾝ/ｽｲｯﾁによる入力等

原則、書面での同意
「書面」には電磁的記録２含む

①提供先の第三者、②第三者での利用
目的、③情報の内容

以下をあらかじめ、本人に通知し、又は容易に知り得る状態に置く
とともに、個人情報保護委員会に届け出

①第三者提供を利用目的とすること、②提供される個人データの項目、
③提供の方法、④本人の求めに応じて第三者への提供を停止すること、
⑤本人の求めを受け付ける方法 ※金融分野GLでは機微情報は対象外

以下をあらかじめ本人に通知し、又は容易に知り得る状態に置いて
いるときは共同利用可（第三者に該当せず）

①共同利用する旨、②利用される
個人データの項目、③利用する者
の範囲、④利用目的、⑤個人データ
管理責任者の氏名・名称

通知については原則、書面

「書面」には電磁的記録3含む

口頭での同意可

法人 個人

1 法人顧客情報をビジネス目的のために利用する場合には顧客同意自体不要とする学説あり（金融法務研究会「金融グループにおける証券関連業務を巡る諸問題」（2016年3月））

2 金融分野ガイドラインに規定がある項目はこれを優先するが、既定のない項目については通則ガイドラインに準拠
3 本人の意思が明確に反映できる方法による確認が可能であり、かつ、事後的に検証可能な方法であれば「書面」と認められる

例）インターネット画面上で同意欄にクリックいただく方法、自動音声ガイドのプッシュホン操作の電子記録、電話による同意取得・録音等の方法

個人情報保護法

金融機関は、顧客との間で
顧客情報について個別の守
秘義務契約を締結していな
い場合であっても、契約上
（黙示のものを含む。）又は
商慣習あるいは信義則上、
顧客情報につき一般的に守
秘義務を負い、みだりにそれ
を外部に漏らすことは許され
ない

（ 平成19年12月11日最高裁判所
第三小法廷決定）
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情報管理の懸念への対処②

法人関係情報は実効的に遮断、市場の公正性を確保

４．「真」に顧客本位の業務運営に向けた取組み

銀行内でのインサイダー情報管理の徹底
（MUFGの事例）

⚫ 『インサイダー取引未然防止規程』に全役職員が遵守
すべきインサイダー情報の取扱いに関する基本的事項
を定め、インサイダー取引の未然防止を徹底

⚫フロント部では、「コンプライアンスマニュアル」｢海外市場
に関するインサイダー情報取扱手続｣「インサイダー情
報取扱手続」等の各種行内規程に基づき、コンプライ
アンス統括部承認のもと、部内規定内にルールを設定
し遵守

⚫インサイダー情報等の伝達が禁止される部署（法令
上情報隔壁の設置が求められる部署）においては、
原則「インサイダー情報等伝達部署に関する情報遮
断のガイドライン」に則り、業務を遂行

銀行における情報遮断措置の体制
（MUFGの事例）

CPM*部 執行組織
(Credit Portfolio Management)

プライマリー

銀
行

セカンダリー

■ システム・インフラへのアクセス制限
■ 物理的遮断
■ 人事異動等を踏まえた遮断

トレジャリー

■ 取引の都度ｺﾝﾌﾟﾗｲｱﾝｽ部に事前確認
■ 社債・CDS等売買においては、インサ
イダー情報がないことが売買の必須条件

証
券

チャイニーズウォール

法人関係

情報

（含むｲﾝｻｲﾀﾞｰ情報）

事例①

事例②

情報遮断措置
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環境認識

-ポストコロナ時代には、中小企業の事業承継・大企業の事業再編、財務レジリエ
ンスの強化、家計の安定的な資産形成、金融・資本市場の国際化といった社会
課題へ対応していくことが不可欠

-このために金融グループが総合的な金融機能を発揮していくことが重要

必要な対応

-真にお客さま本位の総合的金融機能を発揮するためには、優越的地位の濫用や
利益相反への実効的規制のもとで、金融機関が体制・取組みを継続的に高度
化・充実していくことが重要

-市場の発展、顧客本位の金融機能の発揮に向けて、画一的・形式的な縦割り
規制として銀証の「壁」となっているファイアーウォール規制は弊害大。導入から四
半世紀が経過し、健全且つ公正な競争を確保するために、ファイアーウォール規制
の抜本的見直しが必要

今回のWGにおける
議論にあたって

-金融グループが総合的な力を発揮し、生産性向上や地方創生・持続的経済成
長、金融・資本市場の発展と資金の好循環、国際的な魅力・プレゼンスの向上
等を実現していくため、ファイアーウォール規制の抜本的見直しについて、骨太に議
論して頂きたい

５．本日お話ししたことのまとめ
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◆ 従来、間接金融によってのみカバーされていた資金調達
主体にも、社債発行体として資本市場での調達機会を提供

◆ 社債市場の裾野の広がり、プライシングの適正化の実現
◆ 年金、資産運用会社等、機関投資家のポートフォリオの

多様化、適正なリスクリターンに基づく運用の実現

本邦資本市場は、間接金融偏重の結果、適正なリスクリターンに基づいた、クレジット・
スプレッドカーブが形成されておらず、資金調達・運用主体双方において厚みに欠ける構造

（参考）本邦資本市場のクレジット・スプレッドカーブのイメージ

個人
（住宅ローン等）

リスク

リターン

中堅・中小企業 消費者金融
利用者等

直接金融市場 間接金融市場

大企業
（高格付～低格付）




